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 2017 年 6 月 30 日 

イビデン株式会社 

代表取締役社長 青木 武志 

問合せ先： 経営企画部長 廣瀬 康人 

(0584)81-7973 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスを透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための重要

な経営の仕組みとして認識し、グループ全社において積極的に取り組んでおります。当社グループのコ

ーポレート・ガバナンスにおきましては、「コンプライアンス及びリスクマネジメント推進活動」を積

極的に展開することで内部統制機能を強化し、取締役会による経営監視機能と監査等委員会による監査

機能を充実・強化させてまいります。それにより、株主をはじめとするステークホルダーからの信頼に

応える透明な企業統治体制を構築し、企業としての社会的責任を果すとともに、持続的な成長による企

業価値の向上を実現してまいります。 

なお、当社は取締役会のより迅速な意思決定と、監査等委員である取締役(以下、監査等委員)が取締役

会における議決権を持つこと等による監督機能の強化を図るため、本年6月16日に開催しました第164

回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

コードの各原則について全てを実施しております。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則 1-4 いわゆる政策保有株式】 

1.政策保有に関する方針 

当社の純投資目的以外の投資を行う際の基本方針は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立

ち、事業戦略上の重要性、取引先との関係強化の視点から、保有する銘柄を、総合的に勘案し、政策的

に必要とする株式については、保有していく方針です。なお、当社では随時、取締役会において、保有

する銘柄を報告した上で、保有方針の確認を実施しております。 

 

2.議決権行使の基準 

当該株式に係る議決権の行使に関しましては、特段の基準は設けておりませんが、当社の利益に資する

ことを前提として、投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、議決権を行使い

たします。 
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【原則 1-7 関連当事者間の取引】 

当社が当社役員との間で取引を行う場合には、取締役会規則および取締役会付議基準に基づき、当該取

引につき重要な事実を取締役会に上程し決議しております。また、当社役員全員および重要な子会社の

社長に対して、毎年 1回、関連当事者間取引の有無について、確認をするアンケート調査を実施してお

り、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。なお、議決権の 10％以上を保有

するいわゆる大株主(主要株主)との重要な取引を行う場合には、取締役会付議基準にもとづき、取締役

会にて決議します。 

 

【原則 3-1 情報開示の充実】 

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 

当社企業理念、共有すべき行動精神、中期経営計画を当社ウェブサイト（URL：http://www.ibiden.co.jp）

に掲載しております。 

 

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 

コーポレートガバナンスの基本方針を、上記「１．基本的な考え方」のとおり制定しており、当社ウェ

ブサイトおよび有価証券報告書上でも公開しております。 

 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

当社の監査等委員でない社内取締役、執行役員及び理事の報酬については、月額報酬と賞与により構成

されております。監査等委員でない社内取締役の月額報酬については、株主総会にて決議された限度枠

内で、各監査等委員でない社内取締役の職位に基づき算定し、取締役会で決議しております。また、賞

与については、株主総会にて決議された所定の計算式に基づいた総額の範囲内で、監査等委員でない社

内取締役の各々の業務に対する貢献度に基づき配分額を決定し、取締役会で決議しております。 

執行役員及び理事の月額報酬については、取締役会で決議しております。その算定にあたっては、監査

等委員でない社内取締役の月額報酬とのバランス、個々の業務能力の評価等を総合的に勘案して決定し

ております。また、賞与につきましても、支給金額については、取締役会で決議しております。その算

定にあたっては、各執行役員及び理事の業績に対する貢献度等に基づいて決定しております。なお、監

査等委員でない社内取締役、執行役員及び理事の報酬および賞与の内容につきましては、取締役会での

決議に先立ち、監査等委員でない社外取締役をメンバーに含めた指名・報酬(諮問)委員会にて審議を行

い、代表取締役社長に答申しております。また、監査等委員でない社外取締役及び監査等委員の報酬に

ついては、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬のみ支給しております。 

 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 

経営陣幹部・監査等委員でない取締役候補については、的確かつ迅速な意思決定が可能な員数、および

経営陣幹部・取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的

に検討し、選任・指名しております。また監査等委員候補につきましては、財務・会計・法律に関する
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知見、当社事業に関する知識および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所

の観点より総合的に検討し、指名しております。上記方針に基づき、監査等委員候補につきましては、

監査等委員会の同意を経て、取締役会で決議しております。なお、取締役候補の指名につきましては、

取締役会での決議に先立ち、監査等委員でない社外取締役をメンバーに含めた指名・報酬(諮問)委員会

にて審議を行い、代表取締役社長に答申しております。 

（Ⅴ）経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明 

取締役の各候補者の経歴、選任理由等について、株主総会参考書類に記載しております。また、社外取

締役候補については、個々の経歴に加えてその独立性に関して、株主総会参考書類に記載しております。 

【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】 

当社においては、取締役会規則を制定し、法令および定款に準拠して、取締役会自体として何を判断・

決定するのか、付議基準を定めて明確化しております。また、その他の意思決定・業務執行については、

組織・職制・業務分掌管理規程及び権限規程を制定し、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。 

 

【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 

当社におきましては、持続的な成長と発展に寄与するように、社外取締役６名(うち監査等委員 3 名)

を選任し、これまでの経歴で培われた専門的な知識、企業経営における幅広い経験等を当社の経営に活

かして頂いております。なお、社外取締役は、それぞれ自らの知見に基づき、経営の監督、経営方針、

経営改善等について、活発な発言をいただくなど、当社が期待する役割を十分果しております。 

なお、社外取締役の比率につきましては、今後の事業規模、分野、機関設計や会社をとりまく環境等を

総合的に勘案して、適宜検討していきます。 

 

【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

監査等委員でない社外取締役の選任にあたっては、会社法および当社が上場する金融商品取引所が定め

る基準に加え、会社経営もしくは業界に関する豊富な経験と高い識見を重視しております。また、監査

等委員である社外取締役の選任にあたっては、税務又は会計もしくは法律に関する豊富な経験と高い知

見を重視しております。当社におきましては、以上の条件を充たし、かつ一般株主と利益相反の生じる

おそれの無い者を独立役員として登録しております。 

 

【補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する

考え方】 

取締役会による的確かつ迅速な意思決定が可能な員数及び取締役会全体としての知識・経験・能力のバ

ランスを考慮し、適材適所の観点より、総合的に検討した上で、指名・報酬(諮問)委員会の答申を参照

しつつ、取締役候補を指名しております。 

【補充原則 4-11-2 取締役の他の上場会社の役員兼任状況】 

事業報告および株主総会参考書類において、各取締役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しており

ます。 
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取締役は、その役割・責務を果たすために必要となる時間・労力が求められることから、他の上場会社

の役員を兼任する場合は、取締役会または監査等委員会の出席率に影響の無い範囲にとどめることとし

ております。当社におきましては、事業報告及び株主総会参考書類において、各取締役の他の上場会社

を含む重要な兼職及び取締役会または監査等委員会への出席率を開示しております。 

 

【補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性について分析・評価した結果の概要】 

当社取締役会におきましては、取締役会全体が実効性を持って機能しているかを検討し、その結果に基

づき、問題点の改善や強みの強化等を通じて、取締役会全体の機能向上を図ることを目的とし、取締役

会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。以下にて、2016 年度の分析・評価結果の概要を

記載いたします。  

1. 評価の方法 

1) 社外を含む全ての取締役及び監査役に対し、評価の主旨等を説明の上、2017 年 2 月から 3 月にかけ

て取締役会事務局(社長室  経営企画 G)が作成した「2016 年度取締役会実効性評価アンケート」に基

づき、全取締役・監査役が自己評価を実施いたしました。  

2) 評価項目 

  評価を実施した大項目は以下の通りです。 

① 議論・検討の実効性 

② 監督機能の実効性 

③ リーダーシップの実効性 

④ 環境整備状況の実効性 

⑤ 株主・ステークホルダーへの対応の実効性 

⑥ 取締役会の構成等に関する実効性 

3) 評価方法 

① 調査は記名方式とした。 

② 評価尺度は 5 段階評価とした。(5･･･優、3･･･可、1･･･不可) 

③ 集計は社内取締役と社外取締役・監査役を区別して実施した。 

④ 分析は、評価の低い項目及び社内取締役と社外取締役・監査役の評価結果のギャップが大きい項目

について、重点的に実施した。 

⑤ 評価・分析結果を取締役会に開示し、2017 年 3 月 31 日開催の取締役会において、「取締役会全体

の実効性評価結果」を決議した。 

 

2．分析・評価結果の概要 

 各取締役、監査役による評価アンケートの集計の結果、全ての大項目(上記 1.2)に記載)について、社

内取締役及び社外取締役・監査役共に、3.0 以上の評価点となっており、当社取締役会として、取締役

会全体においての実効性はおおむね確保できていると分析・評価いたしました。 

 一方で、主に以下の点につきましては、課題や工夫の余地が見られると認識し、当社及び当社取締役
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会といたしまして重点的に対応してまいります。 

 

1) 認識した課題 

① 社内における多様性の確保に向けた取り組み 

② (社外取締役に対する)会日に十分先立った資料配付 

 

2) 当社の対応 

① 多様性の確保に向け、女性活躍推進活動を展開しておりますが、今後更にその活動を強化してまい

ります。また、監査等委員会設置会社への移行に合わせて、取締役の半数を社外取締役(女性 1 名含む)

とすることで、ガバナンスの強化と多様性の確保を実施してまいります。 

② 現在、(特に専門性の高い)設備投資議案については、取締役会開催前に社外取締役に対して、提案

取締役による事前説明を実施しております。更なる実効性の向上に向け、今後は議案の骨格が確定した

段階で社外取締役との情報共有を図ることで、十分な事前検討が可能となるプロセスを検討してまいり

ます。 

 

当社取締役会におきましては、今回の評価結果及び課題への対応を踏まえ、今後も実効性の向上を図っ

てまいる所存です。 

 

【補充原則 4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】 

当社の取締役については、各自が必要な知識の習得および役割と責務の理解ができるよう、適宜外部の

研修、セミナー等を受講できるように費用面も含め、支援する体制としております。特に(社内)新任取

締役に対しては、新任取締役向け講習会の受講を促し、必要な知識等の理解促進に努めております。ま

た、常勤監査等委員については、コーポレートガバナンスの重要な一翼を担うべく、日本監査役協会が

開催する講習会や勉強会に加えて、社外の交流会に参加し、監査等委員として必要な知識の習得及び監

査等委員の役割と責務の理解促進に努めています。これらの取り組みと併せて、会社法及び時々の情勢

に適した内容で社外の専門家等による監査等委員でない(社内)取締役向けの講習会を定期的に開催し

ております。 

 

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】 

1)当社の IR 活動は、経営企画本部担当執行役員が IR 担当として総括し、主管部門を経営企画本部経

営企画部経営企画グループとしております。株主や投資家との対話におきましては、決算説明会をはじ

めとした様々な取組みを通じて、積極的な対応を心がけております。 

2)当社の主な IR 活動は次のとおりです。 

①定時株主総会：年 1 回(議長：代表取締役社長) 

②アナリスト・機関投資家向けの決算説明会：年 2 回(決算・第 2 四半期決算発表後に代表取締役社長

が説明実施) 
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③取材対応：四半期ごとに実施 

④海外投資家向け説明会：証券会社主催の IR フォーラムに適宜参加(代表取締役社長が説明実施) 

⑤当社ウェブサイト：IR 関連資料(決算説明会資料・決算短信・株主総会招集通知･適時開示資料・プ

レスリリース・各種報告書)を掲載 

3)対話において把握した株主の意見等は、必要に応じて代表取締役社長、関係する取締役および部門へ

フィードバックし、情報の共有・活用を図っています。 

4)インサイダー情報の管理につきましては、四半期決算日から発表日までをサイレント期間として、投

資家との対話を制限するとともに、社内のディスクロージャー規則・インサイダー取引管理要領に基づ

き、情報管理の徹底を図っております。また、イビデン社員行動基準において、社員全員にインサイダ

ー情報の取扱いに関する留意事項を教育しております。 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 30％以上 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ.（ＡＶＦＣ）ＲＥ 

ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 

ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ Ｖ

ＡＬＵＥ ＥＱＵＩＴＹ ＴＲＵＳＴ 

9,137,700  6.87 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）  

6,531,000  4.91 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信
託口）  

6,296,500  4.73 

株 式 会 社 豊 田 自 動 織 機 6,221,500  4.68 

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー 

リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンシ

ョン ファンズ 
5,593,500  4.20 

株 式 会 社 十 六 銀 行  4,130,200  3.10 

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行  4,120,000  3.10 

イ ビ デ ン 協 力 会 社 持 株 会  3,558,904  2.67 

ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシ

ー) アカウント ノン トリーティー  
3,262,600  2.45 

イ ビ デ ン 社 員 持 株 会 2,804,857 2.11 

 

支配株主名 ― 

 

親会社名 なし 

補足説明 

大株主の状況は、2017 年 3 月 31 日現在の株主名簿に基づき記載しています。なお、同日現在で大株

主の状況に記載の他に、当社が保有する自己株式 7,780,695 株(割合 5.85%)があります。 
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３．企業属性 

上場予定市場区分 東京 第一部／名古屋 第一部 

決算期 3 月 

業種 電気機器 

直前事業年度末における(連結)従業員数 1000 人以上 

直前事業年度における(連結)売上高 1000 億円以上 1 兆円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

― 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

― 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査等委員会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 23 名(うち監査等委員である取締役 7 名以内) 

定款上の取締役の任期 監査等委員でない取締役 1 年 

監査等委員である取締役 2 年 

取締役会の議長 会長 

取締役の人数 12 名(うち監査等委員である取締役 5 名) 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 6 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

6 名 

 会社との関係(１) 

氏名 属性 
会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

山口千秋 他の会社の出身者        △    

三田敏雄 他の会社の出身者        △    

吉久光一 学者           ○ 

加藤文夫 税理士           ○ 
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堀江正樹 公認会計士           ○ 

川合伸子 弁護士           ○ 

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 
独立 

役員 
適合項目に関する補足説明 選任の理由 

山口千秋 ○ 同氏は 2015 年 6 月まで株式会社

豊田自動織機の代表取締役副社

長として同社の業務執行に携っ

ておりました。同社と当社の間に

は、当社製品の売上取引がありま

すが、金額は 2016 年度の当社売

上の 2％未満であり、重要性が無

いと判断します。なお、同氏の現

任は、東和不動産株式会社の代表

取締役社長であります。同社と当

社との間に、報告すべき取引関係

はありません。 

企業経営の分野をはじめ

とする豊富で幅広い経験、

知識等に基づく公正性、客

観性に富んだ助言や監視

を適切に遂行、独立役員の

基準を満たしており、一般

株主と利益相反が生じる

恐れのない者として、当社

の適正な企業統治への寄

与及び企業行動規範への

助言を期待できると判断

したため。 

三田敏雄 ○ 同氏は 2010 年 6 月まで中部電力

株式会社の代表取締役社長執行

役員として、同社の業務執行に携

わっておりました。同社と当社の

間には電力の消費及び再生可能

エネルギーの固定価格買取制度

企業経営の分野をはじめ

とする豊富で幅広い経験、

知識等に基づいた助言や

監視を遂行、独立役員の基

準を満たしており、一般株

主と利益相反が生じる恐
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(FIT)に基づく取引関係がありま

すが、金額は 2016 年度の当社売

上の 2％未満であり、重要性が無

いと判断します。なお、同氏の現

任は中部電力株式会社の相談役

及び日本郵船株式会社の監査役

であり、両社の業務執行に携わっ

ておりません。 

れの無い者として、当社の

適正な企業統治への寄与

及び企業行動規範への助

言を期待できると判断し

たため。 

吉久光一 ○ 無し 学識経験者としての学術

的な視点及び大学の経営

に携わることで得られた

高度な知見に基づく助言

や監視に加えて、地元大学

との産学連携を促進する

ことを期待、独立役員の基

準を満たしており、一般株

主と利益相反が生じる恐

れの無い者として、当社の

適正な企業統治への寄与

及び企業行動規範への助

言を期待できると判断し

たため。 

加藤文夫 ○ 無し 税理士として培われた高

度で豊富な知識・経験等に

基づいた発言と、経営全般

の監視が可能であり、独立

役員の基準を満たしてお

り、一般株主と利益相反が

生じる恐れのない者とし

て、当社の適正な企業統治

への寄与及び企業行動規

範への助言を期待できる

と判断したため。 

堀江正樹 ○ 無し 公認会計士として培われ

た高度で豊富な知識・経験

等に基づいた発言と、経営



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

10 

全般の監視が可能であり、

独立役員の基準を満たし

ており、一般株主と利益相

反が生じる恐れのない者

として、当社の適正な企業

統治への寄与及び企業行

動規範への助言を期待で

きると判断したため。 

川合伸子 ○ 無し 弁護士として培われた高

度で豊富な知識、経験に加

えて、多様性の観点に基づ

いた発言と、経営全般の監

視が可能であり、独立役員

の基準を満たしており、一

般株主と利益相反が生じ

る恐れのない者として、当

社の適正な企業統治への

寄与及び企業行動規範へ

の助言を期待できると判

断したため。 

 

【監査等委員会】  

委員構成及び議長の属性 

 全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

委員長 

(議長) 

監査等委員会 5 2 2 3 社外取締役 

 

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使

用人の有無 
なし 

現在の体制を採用している理由 

常勤の監査等委員 2 名が在籍しており、専任の補助すべき取締役及び使用人の配置は不要と判断して

いる。 

 

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

常勤監査等委員は会計監査人と 3 ヶ月に 1 度、監査協議会を開催すると共に、法令及び諸規定に基づ

く監査を当社及びグループ会社に対して連携して実施している。また、常勤監査等委員は CSR 推進室
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監査グループと 3 ヶ月に 1 度、監査協議会を開催すると共に、法令及び諸規定に基づく監査を当社及

びグループ会社に対して、連携して実施している。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬(諮問)委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社外有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

6  3 3   社内取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬(諮問)委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社外有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

6  3 3   社内取締役 

 

補足説明 

社内取締役のうち、1 名は監査等委員であり、オブザーバー(議決権無し)として参加しております。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 6 名 

その他独立役員に関する事項 

― 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

業績連動型報酬制度の導入／その他 

 

該当項目に関する補足説明 

監査等委員でない社内取締役の賞与として、各事業年度の連結当期純利益の 0.5％と当該事業年度の年

額配当金総額の 1.6％との合計額（ただし年額 4.4 億円を上限とし、計算の結果生じる百万円未満の数
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字については、これを切り捨てる）を支給することを 2017 年 6 月 16 日開催の第 164 回定時株主総会

において、決議いただいております。 

当社の監査等委員でない社内取締役の報酬は、固定報酬である「月額報酬」と業績結果を反映する「イ

ンセンティブ報酬」により構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員は、

固定報酬となっております。 

固定報酬である月額報酬は、役位及び勤務形態別に定めた額とし、指名・報酬(諮問)委員会の答申内容

を踏まえ、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会において決議しています。インセンティブ報

酬については、当社では株式報酬及び賞与が該当します。株式報酬につきましては、当社におきまして

は、当社株式の価値と取締役報酬の連動性を明確にするため、今年度より、監査等委員でない社内取締

役を対象に役位等に応じて、ポイントを付与し、退任時に株式を付与する信託を用いた株式報酬制度を

導入いたしました。また、賞与につきましては、純利益及び配当金額により算出する所定の計算式に基

づいた総額をベースに、監査等委員でない社内取締役の業績に対する貢献度及び指名・報酬(諮問)委員

会の答申内容を踏まえ、取締役会で決議しております。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

― 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 3-1 情報開示の充実】（ⅲ）取締役

会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続に記載しております。 

 

【社外取締役(社外監査等委員)のサポート体制】 

取締役会の開催前に、(特に専門性の高い)設備投資議案については、提案取締役もしくは取締役会事務

局が、社外取締役に対して、事前説明を実施しております。更なる実効性の向上に向け、今後は議案の

骨格が確定した段階で、取締役会事務局が社外取締役との情報共有を図ることで、十分な事前検討が可

能となるプロセスを検討してまいります。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

当社は取締役会のより迅速な意思決定と、監査等委員が取締役会における議決権を持つこと等による監

督機能の強化を図るため、2017 年 6 月 16 日に開催しました第 164 回定時株主総会をもって、監査役

会設置会社から「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。 

【現状の体制の概要及び現状の体制を採用している理由】 
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取締役会の運営については、公正で透明度の高い経営を実現するために、6 名の社外取締役に加わって

いただいており、経営の助言を受けている。指名・報酬決定等にあたっては、公正で透明度の高い手続

きを担保するため、任意の指名・報酬(諮問)委員会を設置している。また、スピーディな経営の意思決

定並びに業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入している。なお、取締役会の意思決

定及び代表取締役等の業務執行に対しては、監査等委員会の強力な牽制作用をもって、これを監視して

いる。 

【社外取締役に関する事項】 

当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言機能を確保するため、社外取締役 6 名が就

任し、取締役会における議案・審議につき、必要な発言を適宜行うなど、上記目的のため必要な行動が

確保されている。 

【監査等委員の機能強化に向けた取組状況】 

監査等委員は、取締役会など主要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を、さらに常勤監査等委員

は、内部監査部門である CSR 推進室監査グループ及び会計監査人と連携し、法令及び諸規定に基づく

監査を当社及びグループ会社に対して実施している。なお、財務・会計・税務・法律に関し相当程度の

知見を有する社外監査等委員(3 名)が就任している現状をもって、上記機能を適切に担保している。  

【独立役員の確保の状況に関する記載】 

当社においては、山口取締役、三田取締役、吉久取締役、加藤監査等委員、堀江監査等委員、川合監査

等委員が、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業

行動規範への助言を期待できると判断したため独立役員として、選任した。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社経営の意思決定を公正で透明度の高いものとするために、当社においては監査等委員 5 名が就任

している。各監査等委員は、取締役会を含めた当社主要会議に出席し、取締役の職務執行の監査を、さ

らに常勤監査等委員は、内部監査部門である CSR 推進室監査グループ及び会計監査人と連携し、法令

及び諸規定に基づく監査を当社及びグループ会社に対して実施している。 

また、当社経営の意思決定を公正で透明度の高いものとするために、当社においては社外取締役 6 名(う

ち監査等委員 3 名)が就任している。各社外取締役は、取締役会における議案・審議につき、必要な発

言を適宜行うなど、上記目的のため必要な行動を実施している。 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主が早期に招集通知を確認できるよう、早期に発送しております。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

多数の株主が総会に出席できるよう、集中日を避けて総会を開催しております。 
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電磁的方法による

議決権の行使 

インターネット、携帯電話による議決権の行使を可能としております。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

株式会社 ICJ が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに、

参加しております。 

招集通知(要約)の英

文での提供 

当社英文ホームページにおいて、英文招集通知を掲載しております。 

その他 招集通知(和文･英文)を発送の 1 週間前までに当社ホームページ及びプラットフ

ォームに掲載しております。 

 

２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポ リ シ ー の 作

成・公表 

ディスクロージャー規則は有るが、開示しておりません。  

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

― なし 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

アナリスト・機関投資家向けに、年 2 回決算・中間決算発

表後に説明会を開催しております。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

証券会社主催の IR フォーラムに適宜参加しております。 あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社ホームページにおいて、決算短信、株主総会招集通知、

適時開示資料、プレスリリース、各種報告書及び説明会資料

を掲載しております。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

経営企画本部 経営企画部 経営企画Ｇ 
 

その他 説明会資料は原則として全て英訳し、和文と同時もしくは和

文開示後、速やかに開示しています。 
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３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

イビデン社員行動基準およびイビデン社会的責任管理基準において各ステーク

ホルダーの尊重について説明しております。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

当社「CSR レポート」を作成し、ホームページで公開しております。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

ディスクロージャー規則により開示方針を定めております。 

その他 ― 

実施していない ― 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

会社法第 362 条第 5 項の規定に基づき、当社取締役会は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他当社及び子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務の適正

を確保するために必要な体制（以下、「内部統制システム」と総称する。）の整備」について、次のとお

り決議しております。 

 

１．この決議の目的 

この決議は、当社グループの内部統制システムの整備において、当社が遵守すべき基本方針を明らかに

するとともに、会社法第 362 条第 5 項及び会社法施行規則第 100 条に規定する業務の適正を確保する

ために必要とされる内容を定めることを目的とする。当社グループの内部統制システムの整備は、コー

ポレートガバナンスの強化とコンプライアンス及びリスクマネジメントの推進を中心に活動を行い、以

下の項目に定める取締役担当執行役員（以下、「担当執行役員」という。）の下で速やかに実行されなけ

ればならない。各担当執行役員は、担当する内部統制システムについて、定期的に整備状況を取締役会

又は経営会議に報告するとともに、モニタリング及び見直しを適宜行うことによって、より適正な体制

を整備する。 

 

２．当社グループの内部統制システムの概要 

末尾掲載の模式図とする。 

なお、以下に記載する組織名称については、2017 年 4 月 1 日より実施された新組織名称を記載してい
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る。 

３．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 当社グループは、役職員等に対し、「国内外の法令、定款、社内規程及び企業倫理の遵守」（以下、

「コンプライアンス」という。）を徹底し、オープンでフェアな企業活動を通じて国際社会から信頼さ

れる会社を目指すことをコンプライアンス基本方針とする。当社グループは、この基本方針、コンプラ

イアンス規程及びコンプライアンス実践の基準を定める「イビデン社員行動基準」に基づき、当社グル

ープのコンプライアンス推進活動（コンプライアンス規程等の整備、コンプライアンス活動実践状況の

確認、役職員等に対する啓発活動・研修等の実施）を積極的に展開する。このコンプライアンス推進活

動は、コンプライアンス担当執行役員である CSR 推進室担当執行役員が実施し、代表取締役社長が委

員長であるコンプライアンス全社推進委員会へ報告される。 

② 当社グループは、全役職員等がコンプライアンスに違反する行為を発見した場合の報告体制として、

正規の報告ラインに加え、コンプライアンス相談窓口を設置している。コンプライアンス相談窓口には、

役職員等が相談窓口担当者に顕名で通報できるものと、外部専門家に匿名でも通報できるものがあり、

通報者のプライバシー保護と不利益処遇禁止の保障など、通報者の権利保護につき十分に配慮してい

る。コンプライアンス担当執行役員は、役職員等への研修に際し、コンプライアンス相談窓口制度の更

なる周知徹底を図る。 

③ 万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、コンプライアンス担当執行役員を委

員長とするコンプライアンス委員会が招集され、当該事態の対応と処分及び再発の防止を審議し、特に

取締役との関連性が高いなどの重要な問題は取締役会に報告される。 

④ 当社は、株主・投資家・地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの当社グループに対す

る理解を促進し、その適正な評価に資することを目的としたディスクロージャー規則に基づき、代表取

締役社長、財務部門担当執行役員等で構成するディスクロージャー委員会による決裁をもって、当社グ

ループに関する経営関連情報の公正かつ適時・適切な開示を実施する。また、金融商品取引に関連する

法令及び証券取引所の諸規則を遵守するとともに、インサイダー取引管理要領に基づき、インサイダー

取引規制に関し厳重に管理を行い、証券市場における当社の社会的信用を維持する。 

⑤ 当社には、取締役の職務執行の適法性を確保するため、社外取締役６名が在任しており、強力な牽

制機能を確保する。 

2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 取締役会での決議状況及び各取締役の業務執行の決裁状況並びにその監督等に係る情報・文書等は、

取締役会規則、稟議規程及び文書・記録管理規程等に従い、適切に保存及び管理（廃棄を含む。）を実

施する。取締役は、これらの情報・文書等を常時閲覧できる。 

② 経営企画本部担当執行役員は、必要に応じて職務執行情報の保存及び管理の運用状況の検証、各規

程等の見直し等を行うとともに、当該職務執行情報を速やかに入手ができる体制を推進する。 

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社グループは、経営を取り巻く各種リスクを分析し、事業の円滑な運営に重大な影響を及ぼす経
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営資源の損失に的確に対処し、株主、顧客及び役職員等の安全と経営資源の損失低減及び再発の防止を

図り、事業継続を可能にすることをリスクマネジメント基本方針とする。この基本方針及びリスクマネ

ジメント規程に基づき、当社グループは、リスクカテゴリー毎の責任部署の設定と責任体制の強化及び

役職員等への研修の実施など、リスクマネジメント推進活動を積極的に展開する。このリスクマネジメ

ント推進活動は、リスクマネジメント担当執行役員として CSR 推進室担当執行役員が実施し、代表取

締役社長が委員長であるリスクマネジメント全社推進委員会へ報告される。 

② 経営企画本部担当執行役員は、内部監査等により損失の危険のある業務執行行為が発見された場合

には、直ちに当該危険の内容及びそれがもたらす損失の程度を把握し、組織的に迅速な対応を指揮する

とともに損失の未然防止を図る。また、大規模な事故、災害等が発生した場合は、直ちに対策本部を設

置し、状況の把握、初期対応の実施及び損害の拡大の防止を行い、損失の最小化に努める。 

4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 経営計画のマネジメントについては、連結中期経営計画及びそれをベースに毎年策定される当社グ

ループの年度計画に基づき、業績目標及び予算を提示し、それぞれの事業グループ等の業務執行を委嘱

された担当執行役員が、各ラインにおいて設定された目標達成のための活動を行う。月次の業績は、IT

を活用したシステムにより迅速にデータ化され、経営企画本部担当執行役員は、設定した目標が当初の

予定どおりに進捗しているか、経営会議での各担当執行役員による業績報告を通じ定期的に検証を行

う。 

② 業務執行のマネジメントについては、取締役会及び経営会議への付議事項に関し、当該事項を漏れ

なく付議することを遵守し、議題の審議に関する十分な資料を事前に役員に配布する。 

③ 日常の職務執行に際しては、組織・職制・業務分掌管理規程及び権限規程等に基づき、権限の委譲

を適正に行い、稟議規程に定める決裁基準等に基づき決裁権限のある責任者が適正かつ効率的に職務の

執行を行う。 

5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 当社の子会社全体の内部統制を担当する統括管理部署を、経営企画本部とし、他の内部統制推進部

門と連携し、各社への指導・支援を実施する。 

② 当社は、グループ会社決裁管理規程に基づき、子会社の取締役及び取締役会の重要な業務執行が当

社に対し事前に報告され、当社の意思決定が適正に行われる体制とする。 

③ 当社と子会社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、CSR 推進室担当執行役員

は、子会社の内部監査室又はこれに相当する部署を担当する取締役と十分な情報交換を行い、当社グル

ープ内部監査体制の実効を確保する。 

6) 監査等委員会の監査体制を実効化するための関連事項の整備 

① 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

現在、監査等委員会の職務の補助者は設置していない。したがって、独立性に関する定めは存在しない。

監査等委員会がその職務の補助者を置くことを求めた場合においては、専任又は兼任の補助者を配置す

るものとし、その具体的な内容については、監査等委員会の意見を聴取し、経営企画本部担当執行役員
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その他関係部門を担当する執行役員の意見も十分に考慮して決定する。またこの場合には、当該補助者

の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。また、当該補助者の指揮命令に関し、取

締役以下当該補助者の所属する組織の上長等の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令下で職務を

遂行する。 

② 当社及び子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をす

るための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 

役職員等は、監査等委員会の定める監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に従い、職務執行に

関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事

実、その他監査等委員会が求める報告及び情報提供を行わなければならない。また、当社は役職員等の

監査等委員会への情報提供を理由とした不利益な処遇は、一切行わない。 

③ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

役職員等は、監査等委員会による個別ヒアリングの機会を設けるとともに、業務の適正を確保する上で

必要な各種会議への監査等委員の出席を求め、監査等委員が審議ないし報告状況を直接認識できる体制

とする。また、監査等委員会と代表取締役、監査法人との間で定期的に意見交換会を開催する。役職員

等は、監査の実効性確保に係る各監査等委員の意見を十分に尊重しなければならない。当社は監査等委

員会が必要と認めるときは、監査等委員会の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他

の外部アドバイザーを任用する等の必要な監査費用を認めるものとする。 

7) その他 

当社は、金融商品取引法において求められている「財務報告に係る内部統制」の整備について、基本計

画と方針に基づき、当社グループとしての財務報告の適正性を確保するための内部統制体制を検証し運

用するとともに、その信頼性を確保するためにモニタリングや内部監査の体制を整備し、着実に推進活

動を実施する。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社グループは、「イビデン社員行動基準」に基づき、全役職員が、反社会的勢力・団体に対して毅然

とした態度で臨み、法律・企業倫理に違反する行為が一切ないよう細心の注意を払うことを基本方針と

している。 

2)反社会的勢力排除に向けた整備状況 

① 「イビデン社員行動基準」において、「反社会的勢力・団体からの接触を受けたとき、またはトラブ

ルに巻き込まれそうになったときは、個人で対応することは避け、直ちに対応統括部署に相談する」こ

とを規定し、コンプライアンス教育の実施により、役員および社員に周知徹底している。 

② 対応統括部署を経営企画本部 人事・総務部とし、不当要求防止責任者を設置している。 

③ 反社会的勢力の不当要求に備え、平素より顧問弁護士および所轄警察署と緊密な連携を行っている。

また、警察が主催する連絡会等に定期的に参加するなど、反社会的勢力に関する情報を収集・管理して

いる。 
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④ 当社所定の標準契約書式に反社会的勢力との排除条項を盛り込んでいる。 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

外国人株主の状況を定期的に調査を行うとともに、買収行為をめぐる法制度や関係当局の判断、見解等

の動向に留意しつつ、継続して検討を行っております。 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

― 

 

【当社グループの内部統制システムの模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 
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以上 


